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研究要旨 

令和 6 年 6 月に公布された「学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律」の附帯決議では、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認

知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者更生プログラムの充実を図り、加害者の受講を促進

することや、加害者のみならず、専門家によって性嗜好障害またはその疑いがあると診断された者が

適切な治療や支援を受けられる環境の整備に取り組むことが掲げられている。また、令和 5 年 3 月に

「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン」（以下、地域ガイドライン）が公開されており、刑事

手続き後も地方公共団体や医療機関等における継ぎ目のない支援が求められている。 

本研究では、性加害者に対して刑事施設や保護観察所で実施している国内の処遇プログラムや、医

療機関や地方公共団体で実施している性的問題行動に対するプログラムに関して、有識者の見解を聴

取し、エキスパートによるコンセンサス会議での議論を踏まえた上で、医療機関における実施を想定

した、性的問題行動のある者に対する認知行動療法の考え方に基づいたケア支援プログラムの提案を

行った。また、意見聴取の中では、関係機関との連携や、地域ガイドラインの運用状況等についても

聴取を行った。今後は当事者に対する調査等も踏まえ、具体的なケア支援プログラムの開発や、その

実施可能性、安全性、有効性の検討を行っていくとともに、必要な人にプログラムを届けられる体制

整備についても進めていく必要があると考えられる。 
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Ａ．研究目的 

令和 6 年 6 月に「学校設置者及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止等のため

の措置に関する法律」が公布され、特に若年層へ

の性犯罪に対する関心が社会全体で高まりつつあ

る。同法の附帯決議において、再犯防止等のため

に、①性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など科

学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること、

②加害者の改善更生及び社会復帰を支援するた

め、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、

加害者更生プログラムの充実を図り、加害者の受

講を促進すること、③加害者のみならず、専門家

によって性嗜好障害またはその疑いがあると診断

された者が適切な治療や支援を受けられる環境の

整備に取り組むことが掲げられている。現在我が

国の司法分野で用いられているケア支援プログラ

ムとしては、刑事施設で実施されている「性犯罪

再犯防止指導」や、保護観察所で実施されている

「性犯罪再犯防止プログラム」などがある（表

1）1。また、令和 5 年 3 月には「性犯罪の再犯防

止に向けた地域ガイドライン」（以下、地域ガイ

ドライン）が公開され、刑事手続き後も地方公共

団体や医療機関等における継ぎ目のない支援が求

められている 2。地域ガイドラインの付属資料の

中では、保護観察所のプログラムで使用している

教材（STEPs）を地方公共団体向けに一部改定し

た STEPs-R が公開されている。令和 5 年度 厚生

労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 厚生労

働科学特別研究「性嗜好障害への対応と治療の国

内外の実態とアプローチの包括的分析のための研

究」報告書では、性嗜好障害に対する支援とし

て、心理的支援の一つである認知行動療法を中心

に行う重要性について述べられている 3。 

本研究では、性加害者に対する国内の処遇プロ

グラムや性的問題行動に関する治療プログラムに

ついて有識者の見解を聴取し、エキスパートによ

るコンセンサス会議を踏まえて、ケア支援プログ

ラムの提案を行うことを目的とした。なお、本研

究で提案するケア支援プログラムは医療機関での

実施を想定したものとし、また前述の附帯決議に

も則り、認知行動療法の考え方に基づいたものと

した。本研究では「性的問題行動のある者」を、 

性嗜好障害やパラフィリア症等を含む精神疾患の

診断の有無に関わらず、特定性犯罪の性犯罪歴が

ある者、または特定性犯罪につながり得る行動を

呈する者とした。 
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Ｂ．研究方法 

 本研究の研究期間は、2024 年 10 月から 2025 年

3 月であり、以下の方法で実施した。 

 

1. 有識者への意見聴取 

意見聴取先の刑事施設や保護観察所について

は、研究分担者が法務省に協力の依頼を行い、紹

介を受けた。また、以前から性加害者の再犯防止

や社会復帰支援に関する規定が含まれる条例を制

定し取り組んでいる都道府県の精神保健福祉セン

ターと地方公共団体、性的問題行動に関連する専

門治療を行っている医療機関から協力を得た。 

 

（倫理面への配慮） 

いずれの機関においても、本研究の内容や聴取

内容の取り扱い等についての説明を行い、同意が

得られた以下の機関に対して、意見聴取を行っ

た。 

 

意見聴取への参加者と実施日： 

・2024 年 12 月 10 日 法務省矯正局 

・2024 年 12 月 17 日 法務省保護局 

・2024 年 12 月 24 日 A 精神保健福祉センター 

・2025 年 2 月 6 日 法務省大臣官房秘書課 

・2025 年 2 月 25 日 B 刑事施設 

・2025 年 3 月 3 日 C 保護観察所 

・2025 年 3 月 3 日 D 精神科クリニック 

・2025 年 3 月 6 日 E 都道府県 

・2025 年 3 月 10 日 F 刑事施設 

・2025 年 3 月 13 日 G 保護観察所 

 

意見聴取の方法： 

性的問題行動のある者に対してプログラムを実

施している刑事施設、保護観察所、地方公共団

体、医療機関については、以下の内容を含むイン

タビューガイド設問を用いた。医療機関でのケア

支援プログラム実施を想定し、意見聴取を行っ

た。 

 

1. プログラムの枠組み 

2. プログラムの内容 

3. プログラム参加者のニーズ 

4. 別途プログラムが必要と考えられる

方 

5. プログラム実施における困難やその

対応 

6. プログラム実施者の教育や相談体制 

7. 関連施設との連携 

8. 医療機関でのケア支援プログラム実

施に関して 

 

2. エキスパートによるコンセンサス会議とケア

支援プログラムの提案 

2025 年 3 月 27 日 16 時から 17 時で、司会

（研究分担者）の他、性的問題行動のある者に対

する医学的治療や心理学的支援に精通している精

神科医師 1 名、公認心理師 2 名が参加し、提案す

るケア支援プログラムの枠組みや内容等について

議論を行った。有識者からの意見聴取やエキス

パートによるコンセンサス会議の内容を踏ま

え、医療機関での実施を想定した、性的問題行

動のある者に対する認知行動療法の考え方に基

づいたプログラムの提案を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 意見聴取 

 性的問題行動のある者に対するケア支援プログ

ラムや、他機関との連携に関する意見聴取の内容

を以下に記す。 

 

1-1 プログラムの枠組み 

プログラムの枠組みは、施設内処遇から社会内

処遇、地域や医療機関における支援等の文脈に応

じて設定されていた。まず、刑事施設で行われて

いるプログラム（性犯罪再犯防止指導）について

は、その概要が公表されている 1。主に集団によ
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るプログラムを実施しており、参加者の人数は 8

名程度で、２-３名の職員で対応しリーダー、

コ・リーダーを担当している。プログラムの頻度

は週 1 回又は２回程度で、居室等でホームワーク

に取り組む。同一の受刑期間においてはプログラ

ムを繰り返し受講することはないが、出所までの

期間が⾧い場合などには、1 回 60 分程度のメン

テナンスプログラムを実施しており、個別での対

応も行っている。

保護観察所においては、全国的には個別による

プログラムの実施が多いとのことだが、今回意見

聴取を行った２ヶ所の保護観察所では、いずれも

基本的には集団によるプログラムが実施されてい

た。特に中心となるのは全５回のコアプログラム

で、インテークおよび初回セッション（A セッシ

ョン）は個別で実施しており、事件の経緯や成育

歴の振り返り等を行い、２時間以上、⾧いと４時

間程度の時間を要するとのことであった。集団に

よるプログラムへの参加者の人数は４-５名程

度、スタッフは３名程度で、頻度は２週間に１回

行っている。なお、少年については別途、個別実

施によるプログラムとするか集団実施とするかを

判断している。保護観察所によっては、コアプロ

グラムを終了後に任意で参加できるミーティング

グループを、平日日中に月１回、保護観察所内に

て対面にて開催しており、毎回６-10 名程度が参

加している。保護観察官に加え、近隣の自助グル

ープのメンバーも参加しており、参加者が自主的

に話し合うテーマを提案している。コアプログラ

ムを終了した者のうち２-３割程度がこの任意の

ミーティンググループに参加を申し込み、参加申

込者には保護観察所の職員が毎月事前に電話で参

加の有無を確認している。この連絡が参加を促進

している可能性があるとの意見も聞かれた。

また、刑事施設、保護観察所ともに、集団によ

る実施においては、参加者同士の発言が参加者の

理解や変容に寄与することや、プログラム実施の

過程で、自発的かつ自然に参加者に役割が生ま

れ、参加者同士によるサポートが生じることが語

られた。 

今回意見聴取を行った地方公共団体では、心理

職との個別面接という形で実施していた。最初は

電話にて本人から連絡をもらい、その後の対面で

のインテーク実施時に 1.5～2 時間程度をかけて

情報収集しているとのことであった。プログラム

自体は１回 50 分、頻度は参加者によりさまざま

である。プログラムは STEPs-R が公表される前

から独自の資料を用いて参加者に合わせた内容で

行っており、STEPs-R は用いていない。プログ

ラムの期間は特に定まっておらず、再犯防止計画

を作成することで終了としている。

今回意見聴取を行った医療機関では、6 か月間

のプログラムに加え、医療機関への受診動機を高

めることを目的としたオープン形式の 3 か月間の

ミーティンググループが実施されていた。6 か月

間のプログラムには、参加者 10 名程度の講義形

式のものと、様々な進度のプログラムを同時並行

で進め、その都度質疑対応を行う形式のものの 2

種類があり、後者についてはいつからでも参加が

可能となっている。日中に仕事をしている者も参

加しやすいように、ミーティングやプログラムの

開始時間は 19 時に設定されていた。

1-2 プログラム内容 

刑事施設および保護観察所で現在実施されてい

るプログラムの内容については、令和元年度から

令和２年度にかけて開催された性犯罪者処遇プロ

グラム検討会の提言に基づき改訂され、令和４年

度から運用が始まったものである 4。プログラム

が目指すところは、再犯を行わないことであるこ

とから、なぜ問題行動を起こしたのか、各々が抱

える問題を見つめ、理解することが必要であり、

アセスメントやケースフォーミュレーションを踏

まえてプログラムを実施することの重要性が語ら

れた。たとえば、自身の問題について、どのよう

に生きていきたいかといった将来像について話し
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合うことを通して扱う場合や、再犯や問題行動の

発生リスクが高いときの対処に着目することを通

して扱う場合など、参加者の特性や、そのときの

状態等によってアプローチを変えていくこともあ

ると述べられた。また、参加者自身が、なぜ自分

が犯罪を行ったのかを理解することが重要であ

り、再犯をしないために自分の状態を変えていく

ようなアプローチをしているとの意見も挙がっ

た。 

また、日常の問題から性犯罪につながるパター

ンも多いと考えられることから、日常場面におけ

る問題の理解と解決について、家族関係や交友関

係、就労等の環境要因を扱うことの必要性が語ら

れた。また、情緒的な交流が難しい者も多く、対

人面の苦手さや相談することが難しい者には、プ

ログラムの場において人との健全なつながりを学

ぶ必要性があることも語られた。感情面について

は、自身の感情を捉えることが苦手な者が多く、

セルフモニタリングをきちんと行うことが重要で

あることが述べられた。保護観察所のコアプログ

ラムでは自分自身の感情面に関する内容が十分で

ないことから、被害者の実状理解の内容を進める

ためにも、自身の感情について被害者の心情等を

学ばせる前に扱うことができればよいとの意見も

聞かれた。 

プログラムの実施にあたり、関係性の構築や動

機づけの工夫として、参加者のことを知ろうとす

る姿勢を示し、事件の経緯や生育歴などの聞き取

りを行うこと、またプログラムの序盤では性加害

自体を否認するケースなどプログラムへの動機づ

けはそれぞれだが、参加者自身の辛い状況に対し

て役に立つものであることを説明することなどが

語られた。 

 

1-3 プログラム参加者のニーズ 

保護観察所のひとつで行われている任意のミー

ティンググループへの参加動機に関する参加者の

意見としては、同じ状況にある者の日常における

コーピング等の話を聞きたい、自身の話を聞いて

もらいたい、性的な問題に関する内容の話ができ

る場が他にほとんどない、等が挙げられたとのこ

とであった。また、参加者におけるプログラムへ

のニーズとしては、特に小児に対する性加害者に

とっては、成人の参加者同士で十分に話し合えた

ことがよい体験であったと答える者もいたとのこ

とであった。 

 

1-4 別途プログラムが必要と考えられる方 

性的問題行動が嗜癖化している者や、知的に制

約のある者、小児に対する性加害者については、

別途対応を必要とする困難さがあることが語られ

た。刑事施設では、知的に制約がある者に対して

は別の集団プログラム（調整プログラム）が実施

されている。医療機関では、小児性愛に関する問

題を抱える者はグループミーティングにおいて自

身の話をしないことが多く、別途対応をしている

とのことであった。また、小児に対する性加害者

については、対人関係に関してプログラムの中で

扱えるとよいとの意見も聞かれた。 

 

1-5 プログラム実施における困難やその対応 

刑事施設では、原則、性犯罪再犯防止指導から

の脱落は認められていない。参加者が、自己理解

などのプログラム内容や集団内の関係性の問題に

起因して、プログラム参加に対して否定的な反応

を示す場合、その反応が、本人の問題を維持する

認知と行動パターンの表れである可能性を含めて

アセスメントし、それが再犯につながると考えら

れる場合、プログラム内で取り扱うという対応が

なされていた。そのほかにも同様に、プログラム

実施中の性加害への否認、プログラムへの批判的

な発言等、種々の問題行動や、過去のトラウマ体

験が想起された場面について、その者の生きづら

さ、性加害につながり得る点であると捉え、十分

にアセスメントを行った上でプログラム内で取り

扱われていることが語られた。あわせて、プログ
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ラムの目的は事件に関する真実の追求ではなく、

性犯罪につながる自分自身の問題を取り扱うこと

であることを強調して伝えることも行われてい

た。こうした場面においては、他の参加者の発言

が当該参加者の対応に有効に働くこともあるとの

ことであった。特に小児に対する性加害者は警戒

心が高く、また防衛的な印象が強いが、集団で話

し合いを重ねることで、徐々に自らの性に関する

問題について語れるようになり、プログラム内容

の理解が進む様子が見られることもあるとのこと

であった。また、刑事施設では集団プログラムへ

の参加が困難と判断されるケースへの対応に限界

があることも述べられた。 

一方、地方公共団体においては、その任意性の

高さから、就労等の都合により通所や連絡が途絶

えることもあると語られた。プログラムの継続に

は、本人の動機づけや家族の理解が重要である。

さらに、実施施設や通所中における性的問題行動

や攻撃的行動への懸念から、プログラムの実施に

あたり安全確保が課題とされていた。参加者の状

況に応じて、今後遠隔でのプログラム実施も検討

したいとの意見も聞かれた。 

 

1-6 プログラム実施者の教育や相談体制 

令和 4 年度以降、法務省では矯正局と保護局が

共同して性犯罪対策研修を実施しており、令和 6

年度には研修の一部について地方公共団体も参加

可能な形で開催された。このほか刑事施設では、

新たに性犯罪再犯防止指導を担当する職員に対し

て、その概要に関する集合研修に加え、刑事施設

における実務研修を実施している。特に実務研修

では複数の密度別のプログラム等への陪席等を通

じて、性犯罪再犯防止指導を体験的に学ぶ機会が

設けられている。プログラムの質を担保するため

には、実施者が孤立せず相談しやすい環境を作る

ことが重要とされていた。また、職員に対して、

性犯罪者への対応に関連する心理的負荷へのケア

も必要と考えられるとのことであった。 

今回意見聴取を行った保護観察所においては、

年１回の研修や刑事施設との実務者協議会への参

加、一部セッションに対するスーパービジョン

等、実施者への支援体制が確立されていた。 

地方公共団体では、研修という形式では実施し

ていないものの、カウンセラーが対応に困難を感

じた場合には、月 1 回の会議の中でスーパーバイ

ザーに相談できる体制が整えられているとのこと

であった。 

 

1-7 関連施設との連携 

地方公共団体からは、プログラム実施場所が地

方公共団体に 1 ヶ所しかないため、遠方に住む者

の場合など、近隣の医療機関で治療を受けられる

ような体制の確立が望ましいという意見もあった

が、全体として専門的対応が可能な医療機関は限

られており、どの意見聴取先においても連携先が

乏しいという意見が聞かれた。また、公的機関が

特定の民間医療機関を紹介することについては制

約があるが、地域ガイドラインの周知が進むこと

で、医療との連携が促進するのではないかという

期待が述べられた。医療の対象となる者の中には

経済的に困窮している者もおり、医療機関での治

療にあたっては、できるだけ費用負担が発生しな

い形が望ましいとの意見もあった。なお、刑事施

設と保護観察所ではすでに連携体制が構築されて

いる一方、仮釈放ではなく満期出所の場合には保

護観察がつかない点に制度上の課題が認められ

た。 

自助グループの活用については、専門性の高い

スタッフが不在な場合もあることから慎重な姿勢

が聞かれた一方で、保護観察所の一部では自助グ

ループの紹介が行われており、職員が定期的に自

助グループへ訪問するなど、日常的に連携を図っ

ていた。 

 

1-8 医療機関でのケア支援プログラム実施に関し

て 
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まず、プログラムの参加者について、医療では

疾患が、司法では触法かどうかが観点になること

が共有された。刑事施設において、性犯罪再犯防

止指導の参加者を選定するアセスメントにおいて

は、精神医学的な診断を主軸にはしておらず、再

犯リスク、処遇ニーズ、処遇適合性等についてあ

らかじめ設定された客観的基準による判定により

参加者を選定している。また、社会内で性嗜好障

害の診断がついていても本人が申告していなけれ

ば把握できない可能性があることが述べられた。

社会全般においては、性犯罪に関しては特に処罰

感情が強く、たとえ社会復帰後、何らかの治療や

支援等が必要な場合であっても、その対象として

捉えられにくい現状もあるのではないかという点

も共有された。 

刑事施設においては、原則として性犯罪再犯防

止指導の指定がなされれば、同指導の受講は必須

の環境であり、⾧期間のプログラムを実施できる

ことから、参加者個人について深く扱うことが可

能である。他方で、保護観察所においては、親子

関係等も含め、目の前に現実的な刺激がある社会

的状況での衝動の抑制について、より現実に即し

た形で取り扱うことができるなど、プログラムの

実施機関によってそれぞれの強みがあるため、そ

れを活かした処遇が望まれるという意見も聞かれ

た。刑事施設や保護観察とは異なり、医療におけ

るプログラムへの参加は任意性が高いため、必要

と思われる者であっても本人の意志や動機がなけ

れば参加には至らない難しさがあることが語られ

た。また、保護観察所のプログラム参加者には就

労している者も多いが、プログラムへの参加も仕

事と同程度に重要なものであるといった認識を持

ってもらうなど、参加動機への工夫が必要である

ことや、医療機関への受診に抵抗を示すものも多

く、医療ではなおさら動機づけが重要であり、医

療機関への受診のハードルが低くなることがその

後の治療継続につながると思われるとの意見が聞

かれた。 

全５回のコアプログラムを実施している保護観

察所としては、医療機関でのプログラムの回数に

ついて、ホームワークや個別の課題をより丁寧に

扱うために、10 回以上が望ましいといった意見

が聞かれた。プログラムの頻度については、継続

的な参加が重要であることから、本人のニーズに

合わせることが重要とした意見が多かった。な

お、プログラムへの参加にあたっては、住居や仕

事といった生活基盤が確保されていることが重要

である一方で、本人が就労を望んでも本人の力だ

けでは乗り越えられないこともあるという意見も

聞かれた。 

1-9 地域ガイドラインについて 

法務省は、令和 5 年 3 月に「性犯罪の再犯防止

に向けた地域ガイドライン」（以下、地域ガイド

ライン）を公表した 2。ここで挙げられている地

方公共団体としては、都道府県を想定しているも

のの、現時点ではその運用が十分に広がっている

とは言えないとのことであった。一方で、令和 6

年度に開催された地域ガイドラインの内容を含む

矯正局と保護局との合同研修では、関連する一部

の内容について、地方公共団体も参加可能とした

ところ、市区町村からの参加も多数あり、関心の

高さが感じられたとのことであった。

再犯防止の枠組みにおいて、地域ガイドライン

では、保護観察所を経て地方公共団体にその取り

組みが降りていく体制を想定しているが、対応可

能な医療機関が極めて限られており、性的問題行

動に関連した治療ガイドラインが存在しない現状

が述べられた。同ガイドラインでは精神保健福祉

センターを連携先として記載しており、同センタ

ーでの STEPs-R の実施を求める意見もあった。

しかしながら、精神保健福祉センターに地域ガイ

ドラインが十分に浸透しているとは言い難く、そ

の一因として、地域ガイドラインが法務省から発

出されている一方で、精神保健福祉センターは厚

生労働省の管轄にあることも影響している可能性
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が指摘された。こうした状況から、今後は省庁横

断的な治療体制の充実が望まれるという意見が聞

かれた。今回意見聴取を行った精神保健福祉セン

ターからは、性犯罪に関する取り組みにおいて地

域のネットワークを形成することの重要性が語ら

れたが、同時に連携可能な医療機関の情報が不足

しており、受け入れ先が乏しいという課題も挙が

った。地域ガイドラインには、地方公共団体が担

う役割が記載されているが、現状では担当するに

あたっての体制が十分に整っておらず、専門家や

刑事施設、保護観察所と連携・相談可能な環境の

整備が必要との意見も聞かれた。 

 

2. エキスパートによるコンセンサス会議とケア

支援プログラムの提案 

2025 年 3 月 27 日にエキスパートによるコンセ

ンサス会議を開催した。刑事施設や保護観察所で

現在実施しているプログラムを基盤に、医療機関

での実施を想定し、認知行動療法の考え方に基づ

いたケア支援プログラムについて議論を行った。

その内容を以下に記載する。 

 

2-1 プログラムの対象について 

プログラムの対象としては、性的問題行動のあ

る者、とすることでコンセンサスが得られた。 

 

2-2 プログラムのセッション回数やプログラム実

施期間について 

プログラムにおけるセッションの回数やプログ

ラムの期間としては、保護観察所で実施され、そ

の効果が示されているコアプログラムは全 5 回で

ある一方で 5、国内外において性犯罪の再犯防止

の観点で実施されているプログラムとしては数ヶ

月から数年単位と幅広く設定されている 1, 6-7。ま

た、プログラムのセッション回数や期間に関する

エビデンスは十分ではなく、加えてそれらはリス

クの高さ等に応じた設定の重視が議論されていた
8-9。以上を踏まえ、効果がある回数を必要十分設

けること、通所可能な回数や頻度に調整すること

の必要性は確認できたが、具体的なセッション回

数や実施期間については、10 回以上程度などの

目安は挙げられたものの、コンセンサスには至ら

なかった。 

一方で、性的問題行動を繰り返さないという観

点においては、つながりを持つことが重要であ

り、ブースターセッションの活用や診療等による

⾧期的なフォローアップが重要であることについ

てはコンセンサスが得られた。 

 

2-3 プログラムの実施形態（集団または個別）に

ついて 

実施形態によらず、重要視される点は、本人に

とって何が必要かを考えることであり、どちらの

形態にせよ、参加者自身のことを考えられる場で

あれば十分であるとの意見があった。また、集団

によるプログラムであっても、プログラムの実施

前に個別のインテークやセッションを行ってお

り、自身のことを話す意味や、グループでプログ

ラムを実施する意味について、説明を行っている

こともあるとのことであった。 

 

2-4 プログラム内容について 

今回提案するケア支援プログラムは、現在刑事

施設や保護観察所で実施されているプログラムを

元に、コーピングや性教育等についても主たるテ

ーマとして明示する形でコンセンサスが得られ

た。認知行動療法の考え方に基づくのであれば、

基本となる競合行動バイパスモデルを基盤に据え

考えること、インテークとして個別で時間を設け

ること、特に性的問題行動に至るプロセス等のア

セスメントを十分に行い、自己理解および性的問

題行動の理解を行うことの重要性が述べられた。

医療機関で実施する場合には、病院までの行き帰

りなど、様々な環境が要因となりうることから、

性的問題行動に関するリスクについての環境を含
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めたアセスメントや、ケースフォーミュレーショ

ンを行うことの重要性が語られた。 

プログラムを実施する中で、自身の生活の価値

が安定してくることが、再犯防止につながってい

る印象があるとの意見もあった。これについて、

国外のプログラムにおいても、従来の Relapse 

Prevention Model10 に加えて、最近では Good 

Lives Model11 の考え方によるモジュールが増え

ている印象があるとのことであった。また、性的

問題行動については、依存としての対応と、問題

行動としての対応とがあり、プログラムの中でど

のように扱っていくのかを明確にする必要がある

との意見もあった。一方で、必要とする多くの人

がプログラムを受けられるためには、プログラム

を実施する側の負担が大きくならないことも大切

であり、基盤となるプログラムの内容は複雑にな

らないことも重要であるとの意見も出た。 

 

2-5 医療の枠組みで実施するプログラム 

我が国では、一般に医療では診断に基づき医師

の指示の下で治療が行われる。司法領域で用いら

れているプログラムはあくまで医行為ではないプ

ログラムであり、参考にするにあたり、医療行為

としての位置づけや、安全性等医行為として注意

すべき要件を検討し、整理する必要があるという

意見があった。国外では裁判所の命令で治療を行

うこともあり、保護観察所が特別遵守事項として

治療を受けさせるという形も検討の余地があるの

ではないかという意見もあった。 

また、参加者に応じたプログラム実施の柔軟性

について、普遍的な行動の制御に関する内容で奏

功する者もいれば、今回提案したような性的問題

行動に特化した内容を行うべき者、特に医療機関

においては、性に関する問題のみならず、併存す

る他の精神疾患に関する内容の提供も必要とされ

る者など様々であることも述べられた。 

     

2-6 連携および地域ガイドラインについて 

地域ガイドラインについては、既存の枠組みへ

の中にどのように組み入れていくかを整理してい

く必要があること、厚生労働省と法務省による議

論が望まれることが、意見として挙がった。ま

た、精神保健福祉センターにおいては、自施設内

での対応にあたって安全性の懸念もあると考えら

れることから、改めてガイドラインの周知ととも

に、性的問題行動のある者への対応について共有

する機会を整える必要性について述べられた。医

療機関においてプログラムを実施するためには、

診療報酬も含めて検討が必要と思われることにつ

いても語られた。 

 

エキスパートによるコンセンサス会議では、医

療機関での実施を想定した、認知行動療法の考え

方に基づいた下記のケア支援プログラムについ

て、コンセンサスが得られた（図 1）。 
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Ｄ．考察 

本研究では、性加害者に対する国内の処遇プロ

グラムや性的問題行動に関連する治療プログラム

について、司法関係機関や医療関係機関、行政機

関等の有識者からの意見聴取を行い、エキスパー

トによるコンセンサス会議での議論も踏まえ、性

的問題行動のある者に対する、医療機関での実施

を想定した、認知行動療法の考え方に基づいたケ

ア支援プログラムの提案を行った。

我が国の刑事施設や保護観察所において以前か

ら実施されている性犯罪者に対する認知行動療法

の考え方に基づいたプログラムは、一定の効果が

確認されており 5, 12、今回のプログラム提案にあた

りその内容を参考にした。性犯罪者が必ずしも何

らかの精神疾患を有しているわけではなく、この

点については十分留意する必要があるが、性的問

題行動のある者に対するケア支援プログラムの開

発や、プログラムを受けられる環境の整備が求め

られており、地域ガイドラインの中でも医療機関

等との連携について述べられている。一方で、今

回の意見聴取においても、現状では対応可能な医

療機関が乏しいことや、地域ガイドラインの具体

的な運用体制が十分に整っていないことが聞かれ、

未だ地域ガイドラインの利活用には至っていない

可能性が示唆された。司法における処遇とは異な

り、医療機関では医師の診断に基づいた治療方針

の中でプログラムが実施されるため、司法におけ

る処遇と医療における治療とのシームレスな連携

のためには、司法と医療の垣根を越えた連携体制

の整備が求められる。 

なお、刑事施設や保護観察所における処遇プロ

グラムが、受講に際し一定の強制力をもって行わ

れていることについては、念頭に置く必要がある。

医療機関においてプログラムを実施する場合、プ

ログラムの中で学んだことを実生活の中で実践し

活用しやすいという利点はあるものの、プログラ

ムから離脱する可能性が高いことも考えられる。

保護観察所や地方公共団体ではインテークや初回

のセッションに十分な時間をかけており、プログ

ラムへの参加継続に寄与している可能性があるが、

医療機関においては、同性スタッフや複数スタッ

フでの対応等も含め、プログラム実施のための十
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分な時間や人員の確保も課題と考えられる。プロ

グラムのセッション数や期間等については、本研

究ではコンセンサスに至らなかったが、ブースタ

ーセッションの活用も含め、今後検討が必要であ

る。 

また、最近では医療においてパーソナル・リカ

バリーが重視されるが、司法領域においても、本

人の人生における目標が健康的な方法で達成でき

るよう支援していくことが再犯防止にもつながる

という考え方が広がっていることが、今回の意見

聴取の中で確認された。プログラムの枠組みはあ

る程度決まっているものの、実際のプログラムの

中では、参加者の個々の問題についても適宜扱っ

ており、プログラム実施者の力量が求められる場

面も多いことについても語られていた。プログラ

ムの質の担保のための研修や人材育成の重要性に

ついては嶋田らにおいても指摘されているが 13、

現在性加害者に対するプログラムを実施している

刑事施設、保護観察所、地方公共団体において行

われている、定期的な研修や相談体制、外部の専

門家によるスーパービジョン等の一定の教育、相

談体制を医療の中で提供していく枠組みについて

も今後の課題と考えられる。 

今後我が国において、性的問題行動のある者に

対するプログラムを医療機関において実施する場

合には、プログラムの対象となる者の性的問題行

動の内容や、重症度、プログラム実施者のバック

グラウンド等も多様である可能性が考えられ、知

見の蓄積が必要である。また、当事者の声をプロ

グラムに反映させることも重要と思われ、今後の

研究での課題と考えられる。本研究による成果が、

性的問題行動を抱える人々への支援や性的問題行

動の抑止、および性犯罪の防止に寄与することが

期待される。  

 

Ｅ．結論 

 本研究では、有識者への意見聴取やエキスパー

トによるコンセンサス会議を踏まえ、医療機関で

の実施を想定した性的問題行動のある者に対する

ケア支援プログラムの提案を行った。今後当事者

に対する調査等も踏まえ、具体的なプログラムの

開発や、その実施可能性、安全性、および有効性の

検討とともに、我が国において必要な人にプログ

ラムを届けられる体制整備を進めていく必要があ

ると考えられる。 

 

Ｆ．研究発表 

1. 論文発表 

 該当なし 

2. 学会発表 

該当なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

該当なし 

2. 実用新案登録 

該当なし 

3.その他 

該当なし 
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